
船舶事故等調査報告書 

平成２２年１月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９神第２８９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年９月２３日（水・祝日） １１時００分ごろ 

発生場所 兵庫県淡路市 江埼灯台から真方位０５２°５５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３６.６′ 東経１３５°５９.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 友
とも

明
あき

丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３７３７６（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 快遊船 信
しん

英
えい

丸、２.８トン 

   ２６０－２９３０５兵庫、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷 ２人（船長、友人） 

 損傷 Ａ 左舷船首部に小破口 

Ｂ 右舷船首部にき
．
裂 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、漁場を移動するため西進中、Ｂ船

は、船長Ｂ及び友人４人が乗船し、江埼灯台北東方沖の明石海峡で釣りを

しながら漂泊中、平成２１年９月２３日１１時００分ごろ、Ａ船の船首と

Ｂ船の船首とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 微風、視界 良好 

海象：うねり なし、波高 約０.５ｍ 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

船長Ａは、漁網の修理作業を行って見張りを行っ

ていなかったため、Ｂ船に気付かずに航行したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が自船に気付いていると思い込ん

で漂泊して釣りを行っていたため、衝突を避けるた

めの動作をとる時機が遅れたものと考えられる。 

原因 本事故は、明石海峡において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊中、Ａ船が、

魚網の修理作業等を行ってＢ船に気付かずに航行し、また、Ｂ船が、Ａ船

がＢ船に気付いていると思い込み釣りを行っていたため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

 




